
証券コード 4424

2025年12月10日

（電子提供措置の開始日2025年12月３日）

株主各位

東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 １ 番 ２ 号

株式会社Amazia

代表取締役社長 佐久間 亮輔

第16期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第16期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第16期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ておりますので、以下のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願

い申し上げます。

当社ウェブサイト https://amazia.co.jp/ir/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード（4424）を入力・
検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行

使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書

類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い

た だ き ご 返 送 い た だ く か、 当 社 の 指 定 す る 議 決 権 行 使 サ イ ト

（https://www.web54.net/）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、

2025年12月24日（水曜日）午後６時30分までに議決権を行使するようお願い申し上げ

ます。

敬具
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記

１.日時 2025年12月25日（木曜日）午前10時00分（受付開始午前９時30分）

２.場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 渋谷ソラスタ ４階

渋谷ソラスタコンファレンス４Ａ

３.目的事項

報告事項 １.第16期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件

２.第16期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類の内容

報告の件

決議事項 第１号議案 取締役５名選任の件

第２号議案 監査役３名選任の件

以上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申

し上げます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただき

ます。

◎ ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令

及び当社定款第18条の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがいまして、当該書面は、監査

役が監査報告を作成するに際して監査した書類の一部であります。

・事業報告の「主要な事業内容」「主要な営業所」「従業員の状況」「主要な借入先及び借入額」「その他企

業集団の現況に関する重要な事項」「会社の株式に関する事項」「会社の新株予約権等に関する事項」「社

外役員に関する事項」「会計監査人に関する事項」「業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事

項」

・連結計算書類の「連結貸借対照表」「連結損益計算書」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

・計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

・監査報告の「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」「会計監査人の監査報告」「監査役会の監査報

告書」

また、ご送付している書面の頁番号は電子提供措置事項と同一となっており、一部のページが抜けていま

すのでご了承ください。
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書面とインターネット（パソコン、スマートフォン等）により重複して議決権を行使された場合は、

インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権

行使としてお取扱いいたします。

議決権行使についてのご案内

！

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、郵

送にてご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示

がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていた

だきます。

行使期限 2025年12月24日（水）午後６時30分到着分まで

インターネットによる議決権行使

当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にて、

各議案に対する賛否をご入力の上、ご送信ください。

行使期限 2025年12月24日（水）午後６時30分受付分まで

スマートフォン・タブレット端末による議決権行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブ

サイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み

取り、表示されたURLを開き、画面の案内に従って各議案の賛否をご入

力の上、ご送信ください。

行使期限 2025年12月24日（水）午後６時30分受付分まで

株主総会当日のご来場による議決権行使

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
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議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）

は、株主様のご負担となります。

パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。

印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。

パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の

場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

！

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の

専用ダイヤルまでお問い合わせください。

0120—652—031 受付時間 午前９時～午後９時
三井住友信託銀行

証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォン等から当社の指定

する下記の議決権行使ウェブサイトにてご利用いただくことが可能です。

スマートフォンによる議決権行使 インターネットによる議決権行使

1 同封の議決権行使書用紙の右下「スマー

トフォン用議決権行使ウェブサイトログ

インQRコード」をスマートフォンかタブ

レット端末で読み取ります。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスして

ください。

https://www.web54.net

2 同封の議決権行使書用紙（はがき面）の

左下に記載された「議決権行使コード」

を入力してログイン後、「パスワード」を

入力し、画面の案内に従って各議案の賛

否をご入力の上、ご送信ください。
一度議決権を行使された後で行使内容を変更

される場合は、パソコン向けサイトにアクセ

スしていただき、議決権行使書用紙に記載の

「ログインID」及び「パスワード」をご利用

の上、画面の案内に従って各議案の賛否をご

入力ください。

お問い合わせ

2 以降は画面の案内に従って各議案の賛否

をご入力ください。

見本
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事 業 報 告

（ 2024年10月１日から
2025年９月30日まで ）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、資源価格の高騰や為替の影響による物

価上昇、米国の通商政策や、中国経済の減速等の不安定な状況が続いているもの

の、賃上げの継続傾向やインバウンド需要増等の要因により、景気は緩やかに回

復基調にあります。一方で、原材料価格やエネルギー価格の高騰等による物価上

昇や米国の追加関税措置による国内経済への影響に対し、引き続き注視する必要

があります。

総務省「令和６年通信利用動向調査」（2025年５月公表）によると、2024年８月

末時点でスマートフォンの保有状況は、世帯の保有割合が90.5％と９割を超える

とともに、個人の保有割合でも80.5％と堅調に伸びております。

当社グループの主要な事業領域である電子書籍市場規模は、インプレス総合研

究所「電子書籍ビジネス調査報告書2025」によると、2024年度の電子書籍市場規

模は6,703億円と推計され、2023年度の6,449億円から254億円（3.9％）増加し、

2029年度には8,000億円弱に成長すると予測されており、電子書籍ユーザーは、引

き続き増加傾向にあります。

一方で、電子書籍市場の競争環境は厳しく、アクティブユーザー数が減少傾向

にあることに加え、広告市況の悪化により広告収益単価も低下しています。

このような市場環境の中で、当社グループはエンターテイメント事業において、

主力サービスである「マンガBANG!」の収益性の改善及びオリジナル作品の制作を

強化するとともに、前期に立ち上げたITソリューション事業において、事業の立

上げ及び拡大に向けた先行投資に注力しました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は2,843,175千円（前年同期比

20.7%減）、営業損失は361,169千円（前年同期は営業損失400,612千円）、経常損失

は357,578千円（前年同期は経常損失403,486千円）、親会社株主に帰属する当期純

損失は372,270千円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失589,444千円）

となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

なお、当社グループは、当連結会計年度より、2025年２月に越境EC事業を開始

したことを契機に、従来「マンガアプリ事業」としていた報告セグメントの名称

を「エンターテイメント事業」に変更し、「マンガアプリ事業」と越境EC事業を

「エンターテイメント事業」の報告セグメントの区分に集約しております。
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（エンターテイメント事業）

「マンガBANG!」において、広告枠の増加及び販売促進活動としてポイント還元

キャンペーンを積極的に行い広告ARPU、課金ARPUの改善に努めましたが、費用対

効果を考慮して広告宣伝費を抑制した影響でMAUが減少及び広告収益単価の下落等

による影響の方が大きく、課金収益、広告収益ともに減少しました。

一方で、将来の利益の源泉となるオリジナル作品（WEBTOON含む）の制作に引き

続き注力した結果、年間で25万部、20万部超（電子売上含む）売れる作品が出始

めるなど、マンガBANGコミックスの売上は前年同期比62.8％増と好調に推移しま

した。

また、2025年２月には、海外向けにトレーディングカード、フィギュア、プラ

モデル、缶バッジ、ぬいぐるみなどを販売する越境ECサイト「Fandom Tokyo」を

開始し、月間売上高が10百万円を超えるなど、順調な立上りとなりました。

この結果、売上高は2,792,398千円（前年同期比22.1%減）、セグメント利益は

5,758千円（前年同期はセグメント損失54,959千円）となりました。

（ITソリューション事業）

SES（システムエンジニアリングサービス）事業については、積極的なIT人材の

採用活動により、人件費等が増加しましたが、堅実に売上高も拡大しています。

インターネット広告を商材としたSEOメディアでは、人材系の情報サービス

「LogsFix」の立上りに苦戦しているため、2025年９月にランク王株式会社と業務

提携し、新たにエンタメ系情報サービス「マンガBANGマガジン」をリリースしま

した。また、2025年８月にポイ活アプリ「PetWalk」をリリースし、ユーザー数の

拡大に向けた準備を進めて参りました。

一方で、オンライン診療支援サービス「ウィズマイメディカルオンラインクリ

ニック」は、医療関係における広告掲載基準が厳しくなっており、事業拡大は困

難と判断し、2025年11月にサービスを終了しました。

この結果、売上高は50,777千円（前年同期はセグメント売上550千円）、セグメ

ント損失は45,551千円（前年同期はセグメント損失16,393千円）となりました。
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(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において、重要な設備投資は行っておりません。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において、重要な資金調達は行っておりません。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、「世界にチャレンジするインターネットサービスを創る」を経

営理念に掲げ、国内・海外向けマンガアプリの企画・開発・運営、オリジナルマ

ンガの制作等を行っております。電子書籍市場が拡大する一方、市場が拡大する

中でサービスの多様化、競争の激化が続いております。

このような環境の中、2025年９月期に当社グループは、エンターテイメント事

業において、主力サービスである「マンガBANG!」の収益性の改善及びオリジナル

作品の制作強化を図るとともに、新規事業への先行投資に取り組んで参りました。

2026年９月期以降は、エンターテイメント事業の利益確保及び2024年９月期以降

取り組みを開始したITソリューション事業や越境ECサイト「Fandom Tokyo」の早

期拡大を目指し、以下の事項に取り組んで参ります。

① 「マンガBANG!」の利益確保

厳しい競争環境や世界経済の停滞及び国内のインフレにより、MAU（月間アク

ティブユーザー数）の伸び悩みや１人当たり課金売上が低調に推移しているこ

とに加え、広告市況の停滞により広告収益単価も低調に推移しております。

このような市場環境の中で、当社グループでは、「マンガBANG!」の利益拡大

を目指し、アプリ外課金の本格導入による決済手数料の削減及び広告宣伝費を

抑制しつつ、MAU、売上高の維持に努めて参ります。また、「マンガBANG!」の魅

力を高めるため、オリジナル作品の制作に注力し、オリジナル作品が読めるこ

とで「マンガBANG!」の他社サービスとの差別化の確立を目指して参ります。
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② マンガ制作の拡大

当社グループは、(a)異世界転生系を中心とした小説のコミカライズ、(b)完

全オリジナル作品の制作、(c)出版社と協業した作品制作といった様々な手法を

とってマンガ制作を進めて参りました。また、マンガ制作を強化する一環とし

て、WEBTOON制作にも着手しております。

良質なマンガ・WEBTOONを制作する上で、作家との関係構築は非常に重要にな

ります。既存の作家との良好な関係を継続しつつ、新規作家との関係構築に努

めて参ります。また、作家から当社グループが選ばれるために、連載する「マ

ンガBANG!」の認知及びブランド価値の一層の向上を図るとともに、作品の収益

最大化を目指して、積極的な外販及びアニメ・ドラマ・グッズ化等のIP展開に

よる収益の多様化の実現を目指して参ります。

③ 新規事業の立ち上げ

当社グループは、マンガ関連事業から創出される利益を、これまでに培って

きた開発力とマネタイズ力を活かした新たなITサービスの創出に向けることで、

単一事業への偏重によるリスクを抑制し、将来の事業環境の変化にも機動的に

対応できるビジネスポートフォリオの構築にも注力しております。

その一環として、2024年３月より複数の新規事業を立ち上げて参りましたが、

一旦、選択と集中を行い、成長性と収益性のバランスを図って参ります。

具体的には、SES事業、越境ECサイト「Fandom Tokyo」の事業拡大に向けた採

用費及び広告宣伝費等の先行投資を継続していく方針であります。また、SEOメ

ディア「LogsFix」及び「マンガBANGマガジン」、ポイ活アプリ「PetWalk」につ

いては、早期に検証を進めて参ります。

④ M&Aの活用

新規事業及びマンガ事業の拡大のためには、M&Aも有効手段であると考えてお

ります。M&Aを行うに当たっては、投資効果はもちろん、対象企業の将来性や当

社グループの事業とのシナジーを十分に検討した上で、積極的に取り組んで参

ります。
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⑤ 優秀な人材の確保と育成

当社グループは、今後の更なる事業拡大のために、優秀な人材の確保と育成

が重要であると考えております。特に、既存サービスの充実や新規事業の展開

をするためにエンジニアの採用及びマンガ制作を拡大するために編集者の採用

に力を入れております。また、生産性向上を目的として、全社的な生成AIの利

活用を積極的に進めるために、社内教育に取り組んでおります。

更に、採用を強化するために、社内教育制度の整備、多様な働き方を実現す

る職場環境の改善、福利厚生の充実を図っていくことに取り組んで参ります。

⑥ 組織体制の強化と内部統制及びコンプライアンス体制の強化

当社グループは、今後更なる事業拡大を推進するに当たって、従業員のモチ

ベーションを引き出す目標管理制度や福利厚生等の人事制度構築に努めながら、

業務遂行能力、人格、当社グループの企業文化及び経営方針への共感を兼ね備

え、グローバルに活躍できる優秀な人材の採用に取り組んで参ります。

組織設計においては少人数単位でのチーム制を採用すると同時に、チーム毎

の自律性を促すよう権限の委譲を推し進めることで意思決定の質とスピードを

維持・向上するなど、従業員のパフォーマンスを最大化させる取り組みを引き

続き継続していく方針であります。

また、内部統制及びコンプライアンス体制の充実・強化を図って参ります。
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(5) 財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第13期

2022年９月期
第14期

2023年９月期
第15期

2024年９月期

第16期
（当連結会計年度）
2025年９月期

売 上 高 ― 千円 ― 千円 3,586,956 千円 2,843,175 千円

経 常 損 失 （△） ― 千円 ― 千円 △403,486 千円 △357,578 千円

親会社株主に帰属する当期純損失（△） ― 千円 ― 千円 △589,444 千円 △372,270 千円

1株当たり当期純損失（△） ― 円 ― 円 △89.62 円 △56.60 円

総 資 産 ― 千円 ― 千円 1,950,236 千円 1,461,555 千円

純 資 産 ― 千円 ― 千円 1,279,629 千円 907,103 千円

1 株 当 た り 純 資 産 ― 円 ― 円 184.85 円 128.25 円

(注) 第15期より連結計算書類を作成しているため、第14期以前の各数値については記載しておりま
せん。

②当社の財産及び損益の状況

区 分
第13期

2022年９月期
第14期

2023年９月期
第15期

2024年９月期

第16期
（当 事 業 年 度）

2025年９月期

売 上 高 6,547,840 千円 4,650,427 千円 3,586,111 千円 2,792,297 千円

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）

144,132 千円 15,009 千円 △359,235 千円 △286,204 千円

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△）

41,243 千円 △60,926 千円 △588,490 千円 △373,224 千円

1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失（△）

6.14 円 △9.27 円 △89.47 円 △56.74 円

総 資 産 2,864,191 千円 2,576,167 千円 1,942,106 千円 1,450,666 千円

純 資 産 2,041,309 千円 1,878,996 千円 1,279,738 千円 907,103 千円

1 株 当 た り 純 資 産 286.40 円 274.38 円 184.99 円 128.25 円
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

該当事項はありません。

なお、重要な子会社には該当しませんが、株式会社Amazia Link、株式会社ウ

ィズマイメディカルを連結子会社にしております。
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(7) 主要な事業内容（2025年９月30日現在）

事業区分 事業内容

エンターテイメント事業

・フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」「マンガトート」の
企画・運営

・Web電子書籍サービス「マンガBANGブックス」の企画・運営
・海外版フリーミアム型マンガアプリ「MANGA BANG!」の企画・運営
・マンガ制作（レーベル 「マンガBANGコミックス」）
・越境ECサイト「Fandom Tokyo」の運営

ITソリューション事業
・SES事業
・SEOメディア「LogsFix」、「マンガBANGマガジン」の運営
・ポイ活アプリ「PetWalk」の運営

(8) 主要な営業所（2025年９月30日現在）

会社名 営業所 住所

株式会社Amazia

本社 東京都渋谷区桜丘町１番２号
株式会社Amazia Link

株式会社ウィズマイメディカル

株式会社WithLinks

(9) 従業員の状況（2025年９月30日現在）

①企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

53名 8名増

②当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

38名 2名減 37.6歳 4.1年

(注) １．上記のほか、臨時従業員 16名（期中平均）がおります。
２．従業員数は就業人員（当社から子会社への出向者及び休職者を除く）であります。
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(10) 主要な借入先及び借入額（2025年９月30日現在）

該当事項はありません。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2025年９月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 24,000,000株

(2) 発行済株式の総数 6,757,800株（自己株式 180,504株含む）

(3) 株主数 2,824名

(4) 大株主

株主名 持株数 持株比率

佐久間亮輔 2,400,000株 36.49％

江口元昭 1,600,000株 24.33％

株式会社メディアドゥ 140,000株 2.13％

江口弘尚 111,600株 1.70％

株式会社マイナビ 80,000株 1.22％

JPモルガン証券株式会社 76,309株 1.16％

GMOクリック証券株式会社 76,300株 1.16％

楽天証券株式会社 56,600株 0.86％

斉井政憲 55,000株 0.84％

株式会社SBI証券 52,947株 0.80％

（注）当社は、自己株式 180,504株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務の対価として交付

した新株予約権等の状況

・新株予約権の数

426個

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 170,400株（新株予約権１個につき400株）

・取締役、その他役員の保有する新株予約権の区分別合計

回次
（行使価格）

行使期間 個数 保有者数

取締役
(社外取締役を除く)

第４回
（180,000円）

2019年11月１日
～2027年９月30日

128個 １名

第５回
（180,000円）

2020年８月２日
～2028年６月30日

270個 ２名

社外取締役
第４回

（180,000円）
2019年11月１日
～2027年９月30日

８個 １名

監査役
第４回

（180,000円）
2019年11月１日
～2027年９月30日

20個 ２名

・新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
なお、当社は、新株予約権の割当てを受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合
及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を取得することができる旨定めております。
この場合、当該新株予約権は無償で取得できます。
ⅰ 新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社関連会

社の取締役、監査役、使用人又は顧問その他の継続的な契約関係にある者である場合に限
り、新株予約権を行使できるものとする。但し、当社が認めた場合はこの限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。但し、当社が認めた場
合はこの限りではなく、この場合、相続に上記ⅰは適用されないものとする。なお、新株
予約権の相続は１回に限るものとする。

ⅲ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使
は認めない。

ⅳ 新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、新株予約権の一部行使は認められ
ないものとする。

ⅴ 新株予約権の取得事由が発生した場合、当該新株予約権者の権利行使は認めない。但し、
当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

ⅵ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める
ところによる。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株

予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2025年９月30日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 佐久間 亮 輔
株式会社Amazia Link 代表取締役社長
株式会社WithLinks 取締役

取 締 役 CTO 江 口 元 昭 サービス開発部マネージャー

取 締 役 CFO 神 津 光 良
株式会社WithLinks 取締役
株式会社STANDAGE 社外監査役

取 締 役 村 野 慎之介 株式会社パラダイムシフト 取締役

取 締 役 中 野 玲 也
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士
rakumo株式会社 社外監査役

常 勤 監 査 役 小 泉 妙 美
日本ナレッジ株式会社 社外取締役
Cellid株式会社 社外監査役

監 査 役 阿 曾 友 淳

株式会社城南進学研究社 取締役（監査等委員）
tripla株式会社 監査役
株式会社ユビキタスAI 監査役
ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー

監 査 役 成 川 弘 樹 ネクセル総合法律事務所 代表弁護士

（注）１．取締役村野慎之介氏及び取締役中野玲也氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
あり、取締役村野慎之介氏は東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

２．監査役各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所に対し独
立役員として届け出ております。

３．監査役小泉妙美氏及び監査役阿曾友淳氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．取締役中野玲也氏及び監査役成川弘樹氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する幅
広い専門的知見を有するものであります。

(2) 責任限定契約の内容の概要

取締役村野慎之介氏、中野玲也氏、監査役小泉妙美氏、阿曾友淳氏及び成川弘樹

氏は当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契

約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
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(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

（役員等賠償責任保険契約の内容の概要）

①被保険者の範囲

当社及び当社の子会社における、すべての取締役及び監査役

②保険契約の内容の概要

被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みま

す。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金

や訴訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行

為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執

行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額当社が負担す

る。

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

１．基本方針

当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された総枠の範囲内で、優秀な経営

人材の確保及び企業価値の持続的な向上に資する職務遂行の動機付けが可能と

なるような報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、

経営環境や他社の水準等を考慮の上、取締役の役位・職責を踏まえた適正な水

準とすることを基本方針としております。

なお、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標とし

て算定される業績連動報酬は採用しておりません。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を

与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、当社の業績、各取締役の

役位・職責と担当範囲の実績、他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決

定することとしております。

３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

各取締役の報酬については、取締役会において決議することとしております。

なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、前事業年度に係

る定時株主総会終了後の取締役会において決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、社

外取締役との協議を経て適切に決定していることから、取締役会で決議された

決定方針に沿うものであると判断しております。
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②当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分
支給
人数

報酬等の種類別の総額
計

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
(うち社外取締役)

５名
(２)

56,400千円
(8,400)

― ―
56,400千円
(8,400)

監査役
(うち社外監査役)

３名
(３)

15,360千円
(15,360)

― ―
15,360千円
(15,360)

計
（うち社外役員）

８名
(５)

71,760千円
(23,760)

― ―
71,760千円
(23,760)

（注）１．取締役の報酬限度額は、2018年７月31日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以
内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分を除く。）と決議いただいております。当該
株主総会終結時点の取締役の員数は、４名（うち、社外取締役は１名）です。

２．監査役の報酬限度額は、2017年９月29日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。
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(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

取締役 村野慎之介氏は、株式会社パラダイムシフトの取締役であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役 中野玲也氏は、森・濱田松本法律事務所外国法共同事業のパートナ

ー弁護士であります。当社は、兼職先の森・濱田松本法律事務所外国法共同事

業に所属している他の弁護士と法律顧問契約を締結しておりますが、その年間

契約料は同法人及び当社の売上高からみて僅少であり、社外取締役の独立性に

影響を及ぼすものではありません。また、rakumo株式会社の社外監査役であり

ます。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役 小泉妙美氏は、日本ナレッジ株式会社の社外取締役及びCellid株式

会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありませ

ん。

監査役 阿曾友淳氏は、株式会社城南進学研究社の取締役（監査等委員）、

tripla株式会社、株式会社ユビキタスAIの監査役、ESネクスト有限責任監査法

人の理事パートナーであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありま

せん。

監査役 成川弘樹氏は、ネクセル総合法律事務所の代表弁護士であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取締役 村 野 慎之介

当事業年度に開催された取締役会18回中18回出席し、主に経営者として
の豊富な経験を通じて培った専門的な知見に基づき発言を行うなど意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。また業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営に
対する監督及び当社における中長期視点での事業・経営に対する助言や
事業内容への質問等を行い、活発な審議に参画しております。

取締役 中 野 玲 也

当事業年度に開催された取締役会18回中18回出席し、主に弁護士として
企業法務やМ＆Ａ等の分野における専門的知識・経験と広い見識に基づ
く客観的な視点から、意思決定の妥当性や適正性を確保するために必要
な発言等を行っております。

監査役 小 泉 妙 美
当事業年度に開催された取締役会18回中18回、監査役会13回中13回出席
し、主に公認会計士としての専門的な知見からの発言を適宜行っており
ます。

監査役 阿 曾 友 淳
当事業年度に開催された取締役会18回中18回、監査役会13回中13回出席
し、主に公認会計士としての専門的な知見及び社外役員としての豊富な
経験からの発言を適宜行っております。

監査役 成 川 弘 樹
当事業年度に開催された取締役会18回中18回、監査役会13回中13回出席
し、主に弁護士としての専門的な知見からの発言を適宜行っておりま
す。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

33,600千円

当社グループが会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

33,600千円

（注）１．当社グループと会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないた
め、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況
を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法
第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

当社グループは、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の

業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められ

る場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解

任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、

会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

(1) 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社グループでは、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の

適正性を確保するための体制整備を基本方針として定め、取締役会において決議

しております。

内部統制システム構築の基本方針

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

1) 企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確

にすべく、当社の全役職員を対象とした行動指針として倫理・コンプラ

イアンス規程を定め、全役職員に周知徹底させる。

2) 倫理・コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置

し、当社全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図る。

3) 内部通報規程に基づき、法令・諸規則及び規程に反する行為等を早期に

発見し是正することを目的とする内部通報システムの運用を行う。

4) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮

断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問

弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1) 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、

文書管理規程に従い保存・管理を行うものとし、取締役及び監査役が当

該情報・文書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。

2) 文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署等を定

めるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1) リスクの未然防止、極小化のために組織横断的リスクマネジメント体制

を構築し、当社のリスクの網羅的、総括的な管理を行う。

2) 新たに発生したリスクについては、リスク管理規程に基づいて担当部署

にて規程を制定、取締役会にはかるものとする。

3) 取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定

期的に実施する。また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク

管理を徹底する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1) 当社の取締役・使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じ、

職務執行の効率性を確保する。

2) 職務分掌、権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必

要がある場合は随時見直すものとする。

3) その他業務の合理化、電子化に向けた取り組みにより、職務の効率性確

保をはかる体制の整備を行う。

4) 経営会議、取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施を行う。

⑤ 当社における業務の適正を確保するための体制

1) 業務の執行が法令及び定款に適合するとともに、業務の適正と効率の確

保を目的として組織規程や職務分掌規程をはじめとする社内規程を定め

業務を遂行する。

2) 取締役及び使用人の職務遂行の適合性を確保するため、内部監査規程に

基づき内部監査を実施する。また、内部監査責任者は必要に応じて監査

役及び監査法人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

⑥ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

1) 「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社に対する適切な経

営管理を行うものとする。

2) 当社の内部監査責任者が内部監査を実施し、業務が適正に行われている

ことを確認する。当社の監査役はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて

自ら調査を行う。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合

における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に

関する事項

1) 監査役が補助使用人を必要とする場合には、取締役会は補助使用人を設

置するかどうか、人数、報酬、地位(専属か兼業か)について決議するも

のとする。

2) この補助使用人の異動には監査役の同意を必要とし、またその人事評価

は監査役が行う。

3) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関

して取締役の指揮命令を受けないものとする。
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⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

1) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生又は発生す

る恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、

その他当社の行動規範への重大な違反が生じたときは、監査役に報告す

る。

2) 前項の監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由とし

て不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用

人に周知徹底する。

3) 内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内

容を速やかに報告する体制を整備する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1) 監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合における弁護士、公認会

計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保

障する。

2) 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

⑩ 監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求

等に従い円滑に行える体制とする。

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

1) 信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整

備及び運用の体制を構築する。

2) その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要

な是正を行う。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1) 反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社

行動規範において、「社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及

び団体とは関係を持たない」旨を規定し、全取締役・使用人へ周知徹底

するものとする。

2) 反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、

対応責任部署、対応措置、報告・届出体制等を定めた反社会的勢力対策

規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。
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⑬ リスク管理体制の整備の状況

公正で健全な企業活動を維持するため、各種規程の整備と運用、各種機関

の適切な体制の維持及び的確な監査を実施する。

リスク管理は、監査役の監査業務、会計監査人による定期的な会計監査、

内部監査担当者による内部監査、コンプライアンス委員会及びリスク管理委

員会での定例会議などを基盤に行われ、社内、社外の公平な視点から業務執

行状況を監査・監督し、業務活動の適正性・合理性を評価し、改善提言を行

うものとする。

法令違反等の未然防止と早期発見による是正措置及び再発防止策を適切に

講じることを目的として、常勤監査役及びコンプライアンス委員会担当者並

びに顧問弁護士が直接情報受領窓口となる内部通報体制を設置し、運用す

る。

(2) 体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ

ります。

① 内部統制システムに関する取り組み

当社は、取締役会において決定した会社法第362条第４項第６号に定める会

社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針に基づき、当社

グループの内部統制システムの整備・運用状況について評価を実施し、本基本

方針に基づき内部統制システムが適切に整備運用されていることを確認いたし

ました。

② コンプライアンスに関する取り組み

コンプライアンスに係る教育は「コンプライアンス委員会」における会議体

での説明や、役職員及び階層や役割に応じた基本的事項の再確認や事例研究等

の社内研修を実施することにより、法令及び定款の遵守並びにコンプライアン

ス意識の向上に努めました。

③ リスク管理に関する取り組み

リスク管理規程に基づき、当社の企業経営に重大な影響を与えるリスクの選

定と必要な対策について必要な検討をいたしました。
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④ 業務執行の適正性や効率性の向上に関する取り組み

業務執行に係る重要案件については、経営会議規程に基づき、取締役会へ上

程する前段階として、経営会議に付議し、そこでの議論を経て決定しておりま

す。

⑤ 内部監査に関する取り組み

当社の内部監査担当者が、年間の監査計画に基づき各部門への内部監査を実

施し、適宜改善を図っております。監査結果は代表取締役に報告しておりま

す。

⑥ 監査役の監査が実効的に行われることに対する取り組み

監査役が取締役会の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた

め、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書及び契約書等業務執

行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の取締役、使用

人にヒアリングを行うことで監査の実効性を確保するとともに、適宜助言等を

行いました。また、代表取締役との意見交換や、内部監査担当者との適切な連

携等を推進することにより、効果的な監査業務の遂行を図りました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

（2025年９月30日現在）
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 1,136,376 流動負債 543,452

現金及び預金 460,589 買掛金 177,490

売掛金 501,597 未払金 156,573

商品 15,731 未払法人税等 4,623

コンテンツ 28,973 賞与引当金 2,250

その他 129,485 前受金 171,481

固定資産 325,179 契約負債 405

投資その他の資産 325,179 その他 30,628

敷金及び保証金 222,054 固定負債 11,000

投資有価証券 103,125 関係会社事業損失引当金 11,000

関係会社長期貸付金 10,000 負債合計 554,452

貸倒引当金 △10,000 （純資産の部）

株主資本 843,524

資本金 366,724

資本剰余金 363,010

利益剰余金 246,136

自己株式 △132,346

新株予約権 63,579

純資産合計 907,103

資産合計 1,461,555 負債・純資産合計 1,461,555

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）
（単位：千円）

科目 金額

売上高 2,843,175

売上原価 2,267,268

売上総利益 575,907

販売費及び一般管理費 937,076

営業損失（△） △361,169

営業外収益

受取利息 1,239

受取手数料 2,055

助成金収入 500

その他 646 4,441

営業外費用

為替差損 850 850

経常損失（△） △357,578

特別損失

減損損失 1,006

関係会社事業損失引当金繰入額 3,750

関係会社貸倒引当金繰入額 10,000 14,756

税金等調整前当期純損失（△） △372,335

法人税、住民税及び事業税 780 780

当期純損失（△） △373,115

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △844

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △372,270

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）
（単位：千円）

株主資本
新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

2024年10月１日残高 366,724 363,010 618,406 △132,346 1,215,794 62,989 844 1,279,629

連結会計年度中の変動額

親会社株主に
帰属する当期純損失

△372,270 △372,270 △372,270

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

589 △844 △255

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △372,270 ― △372,270 589 △844 △372,526

2025年９月30日残高 366,724 363,010 246,136 △132,346 843,524 63,579 ― 907,103

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 株式会社Amazia Link

株式会社ウィズマイメディカル

② 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 株式会社WithLinks

連結の範囲から除いた理由

小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社の名称

該当事項はありません。

② 持分法を適用していない非連結子会社の名称

非連結子会社の名称 株式会社WithLinks

持分法を適用しない理由

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響は軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないためであります。
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(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

・子会社株式・・・移動平均法による原価法

・その他有価証券

市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

・コンテンツ・・・個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

② 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具器具備品 ４～５年

③ 引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ．関係会社事業損失引当金

関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、

損失負担見込額を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業は、「マンガ

BANG!」におけるユーザー向けのデジタルコンテンツ販売です。

「マンガBANG!」では、顧客がコインを購入し、そのコインを使用することで、

コンテンツを購入することが可能となるため、コイン付与時は契約負債として処

理を行い、顧客がコインを使用しコンテンツを購入した時点又は失効時等に履行

義務が充足されるものと判断し、当該時点で収益を認識しております。

なお、顧客との契約における支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来す

るため、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

⑤ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額

は損益として処理しております。

２. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022

年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首か

ら適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正について

は、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税

効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月

28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める

経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書

類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上

繰り延べる場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正について

は、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、

当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

３. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 16,032千円
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４. 連結損益計算書に関する注記

(1) 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

場所 用途 種類 金額（千円）

東京都渋谷区 共用資産 工具器具備品 1,006

当社グループは、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っております。

今後の見通しを検討した結果、将来キャッシュ・フローの回収が見込めないこ

とから、帳簿価額全額を減損損失として特別損失を計上しております。

(2) 関係会社事業損失引当金繰入額

関係会社事業損失引当金繰入額3,750千円は、非連結子会社である株式会社

WithLinksの事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失

負担見込額を計上したものであります。

(3) 関係会社貸倒引当金繰入額

関係会社貸倒引当金繰入額10,000千円は、非連結子会社である株式会社

WithLinksに対する長期貸付金に対して、関係会社の財政状態等を勘案し、貸倒引

当金を計上したものであります。
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５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当期首株式数
当期増加
株式数

当期減少
株式数

当期末株式数

発行済株式
普通株式

6,757,800株 － － 6,757,800株

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来してい

ないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 262,400株

６. 金融商品に関する注記

1.金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは資金繰表等に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達

する方針としております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しており

ます。デリバティブ取引は行わない方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業

債権の一部は外貨建債権であることから、為替変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、非上場の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。

敷金は、賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されておりま

す。関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、貸付先の信

用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日で

あります。
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（３）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタリング

し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による

回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

当連結会計年度の連結貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リ

スクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により表されています。

投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握しており、保有

状況を継続的に見直しております。

関係会社長期貸付金は、関係会社に対して実行しており、定期的に財務状況の

把握を行っております。

② 市場リスク（為替の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建ての営業債権については、そのほとんどが２ヶ月以内

に回収されることから、為替の変動リスクをヘッジしておりません。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の

管理

当社グループは、各部門からの報告に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を

作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスク

を管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提

条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項

2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

敷金及び保証金 222,054 220,681 △1,372

関係会社長期貸付金 10,000

貸倒引当金（※３） △10,000

－ － －

資産計 222,054 220,681 △1,372

（※１）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、現金
であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記
載を省略しております。

（※２）以下の金融商品は、市場価格がないことから、「金融商品の時価等に関する事項」には含め
ておりません。

区分
連結貸借対照表
計上額（千円）

非上場株式等 103,125

（※３）関係会社長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれの属するレベルのうち、時価の算定における優先順

位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産

該当事項はありません。

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 220,681 － 220,681

資産計 － 220,681 － 220,681

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金

これらの時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国

債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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７. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円）

報告セグメント

合計エンターテイメン
ト事業

ITソリューション
事業

ユーザー向け売上高 1,857,228 － 1,857,228

法人向け売上高 935,169 50,777 985,947

顧客との契約から生
じる収益

2,792,398 50,777 2,843,175

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 2,792,398 50,777 2,843,175

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「連結注記表 １.連結計算書類作成の

ための基本となる重要な事項に関する注記 (3) 会計方針に関する事項 ④ 収益

及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 517,990

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 501,597

契約負債（期首残高） 195,219

契約負債（期末残高） 171,887

(注)１．連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に、契約負債は「前
受金」「契約負債」に含まれております。

２．契約負債は、主に当社が提供するデジタルコンテンツの販売にて、顧客が購入したコイン
のうち未使用に関するものであり、当該契約負債は実際に使用した時点又は失効時等に収
益を認識し、取り崩されます。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引が無

いため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略してお

ります。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない

重要な金額はありません。

８. １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産 128円 25銭

１株当たり当期純損失（△） △56円 60銭
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貸借対照表

（2025年９月30日現在）
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 1,116,458 流動負債 532,563

現金及び預金 435,490 買掛金 174,907

売掛金 485,141 未払金 155,581

商品 15,731 未払費用 17,695

コンテンツ 28,973 未払法人税等 4,382

前払費用 46,497 前受金 171,067

関係会社短期貸付金 15,000 契約負債 401

その他 89,624 預り金 6,483

固定資産 334,208 賞与引当金 2,000

投資その他の資産 334,208 その他 43

敷金及び保証金 222,054 固定負債 11,000

投資有価証券 103,125 関係会社事業損失引当金 11,000

関係会社長期貸付金 80,000 負債合計 543,563

貸倒引当金 △70,971 （純資産の部）

株主資本 843,524

資本金 366,724

資本剰余金 363,010

資本準備金 363,010

利益剰余金 246,136

その他利益剰余金 246,136

繰越利益剰余金 246,136

自己株式 △132,346

新株予約権 63,579

純資産合計 907,103

資産合計 1,450,666 負債・純資産合計 1,450,666

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）
（単位：千円）

科目 金額

売上高 2,792,297

売上原価 2,201,557

売上総利益 590,740

販売費及び一般管理費 881,392

営業損失（△） △290,651

営業外収益

受取利息 2,108

受取手数料 2,045

その他 1,140 5,294

営業外費用

為替差損 847 847

経常損失（△） △286,204

特別損失

減損損失 1,006

関係会社事業損失引当金繰入額 3,750

関係会社株式評価損 10,761

関係会社貸倒引当金繰入額 70,971 86,489

税引前当期純損失（△） △372,694

法人税、住民税及び事業税 530 530

当期純損失（△） △373,224

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）
（単位：千円）

株主資本

新株
予約権

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰 余 金

2024年10月１日残高 366,724 363,010 363,010 619,360 619,360 △132,346 1,216,748 62,989 1,279,738

事業年度中の変動額

当 期 純 損 失 △373,224 △373,224 △373,224 △373,224

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

589 589

事業年度中の変動額合計 ― ― ― △373,224 △373,224 ― △373,224 589 △372,635

2025年９月30日残高 366,724 363,010 363,010 246,136 246,136 △132,346 843,524 63,579 907,103

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社株式・・・移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

・コンテンツ・・・個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具器具備品 ４～５年

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

② 賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損

失負担見込額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業は、「マンガBANG!」に

おけるユーザー向けのデジタルコンテンツ販売です。

「マンガBANG!」では、顧客がコインを購入し、そのコインを使用することで、

コンテンツを購入することが可能となるため、コイン付与時は契約負債として処

理を行い、顧客がコインを使用しコンテンツを購入した時点又は失効時等に履行

義務が充足されるものと判断し、当該時点で収益を認識しております。

なお、顧客との契約における支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来す

るため、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

(5) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額

は損益として処理しております。

２. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022

年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適

用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項

ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変

更による計算書類への影響はありません。

３. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 16,032千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 24,000千円

長期金銭債権 80,000千円

短期金銭債務 21千円
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４. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 30千円

仕入高 21,305千円

営業取引以外の取引による取引高

営業外収益 1,015千円

(2) 減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額（千円）

東京都渋谷区 共用資産 工具器具備品 1,006

当社は、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生

み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っております。

今後の見通しを検討した結果、将来キャッシュ・フローの回収が見込めないこ

とから、帳簿価額全額を減損損失として特別損失を計上しております。

(3) 関係会社事業損失引当金繰入額

関係会社事業損失引当金繰入額3,750千円は、非連結子会社である株式会社

WithLinksの事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失

負担見込額を計上したものであります。

(4) 関係会社株式評価損

関係会社株式評価損10,761千円は、連結子会社である株式会社Amazia Link及び

株式会社ウィズマイメディカルの株式に係るものであります。当事業年度末にお

いて、同社の経営成績及び財政状態の悪化により実質価額が著しく下落している

ことから、将来の回収可能性等を検討した結果、実質価額に基づき関係会社株式

評価損を計上しております。

(5) 関係会社貸倒引当金繰入額

関係会社貸倒引当金繰入額70,971千円は、連結子会社である株式会社Amazia

Link、株式会社ウィズマイメディカル及び非連結子会社である株式会社WithLinks

に対する長期貸付金に対して、関係会社の財政状態等を勘案し、貸倒引当金を計

上したものであります。
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５. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当期首株式数
当期増加
株式数

当期減少
株式数

当期末株式数

自己株式
普通株式

180,504株 － － 180,504株

６. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 170,935千円

前受金 47,203千円

ソフトウェア 30,769千円

コンテンツ 73,909千円

減損損失 30,187千円

投資有価証券評価損 15,759千円

関係会社株式 41,799千円

貸倒引当金繰入額 22,370千円

その他 11,901千円

繰延税金資産小計 444,836千円

評価性引当額 △444,836千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産の純額 －千円
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７. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種類
会社等の

名称

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社
株式会社

AmaziaLink

所有

直接 100％

役員の兼任

資金の援助

資金の貸付 50,000
関係会社

長期貸付金
50,000

利息の受取 509
その他の

流動資産
509

子会社

株式会社

ウィズマイ

メディカル

所有

直接 77.6％

役員の兼任

資金の援助

資金の貸付 35,000

関係会社

短期貸付金

関係会社

長期貸付金

15,000

20,000

利息の受取 417
その他の

流動資産
417

子会社
株式会社

WithLinks

所有

直接 90.9％

役員の兼任

資金の援助

資金の貸付 10,000
関係会社

長期貸付金
10,000

利息の受取 89
その他の

流動資産
89

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．子会社への貸倒懸念債権に対し、70,971千円の貸倒引当金を計上しております。また、当
事業年度において70,971千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

８. 収益認識に関する注記

「連結注記表 ７.収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産 128円 25銭

１株当たり当期純損失（△） △56円 74銭
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10. 重要な後発事象に関する注記

（子会社への貸付）

当社は、2025年９月30日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社

Amazia Linkとの間で金銭消費貸借契約を締結することを決議しております。

貸付先 株式会社Amazia Link

資金使途 事業運営資金

貸付金額 25,000千円

貸付利率 2.15％

貸付実行日 2025年10月１日

返済期日 2026年９月30日

返済方法 期日一括返済

担保 無
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月25日

株式会社Amazia
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 石 田 大 輔

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 佐 々 木 斉

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社Amaziaの2024年10

月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、株式会社Amazia及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算
書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書
類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
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・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し
実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月25日

株式会社Amazia
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 石 田 大 輔

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 佐 々 木 斉

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Amaziaの

2024年10月１日から2025年９月30日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ

の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算
書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
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・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計
算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書
監査報告書

当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第16期事業年度におけ

る取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の

上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職

務の分担等に従い、取締役、内部監査担当者その他の使用人等と意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を

実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等

を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子

会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団

の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１

項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使

用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の

遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従

って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

2025年11月25日

株式会社Amazia 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 小 泉 妙 美 印

社外監査役 阿 曾 友 淳 印

社外監査役 成 川 弘 樹 印

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 取締役５名選任の件

取締役５名全員が本定時株主総会終結の時をもって、任期満了となりますので、

取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社の株式数

１

再任

佐久
さ く ま

間 亮輔
りょうすけ

（1978年11月27日）

2001年４月 株式会社ジャフコ入社

2,400,000株

2007年２月 株式会社シーエー・モバイル（現 株式

会社CAM）入社 戦略投資室 室長

2007年６月 株式会社イデアコミュニケーション入社

代表取締役就任

2009年10月 当社設立 代表取締役社長就任（現任）

2024年３月 株式会社Amazia Link 代表取締役社長就

任（現任）

2024年５月 株式会社WithLinks 取締役就任（現任）

【取締役候補者とした理由】

2009年の当社設立以来、経営者として優れたリーダーシップを発揮し、当社事業を拡大してきまし

た。その豊富な事業経験や幅広い知識と見識から、引き続き当社の経営を推進していく役割が期待でき

ると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。

２

再任

江
え ぐ ち

口 元昭
もとあき

（1978年４月27日）

2002年４月 フューチャーシステムコンサルティング

株式会社（現 フューチャーアーキテク

ト株式会社）入社

1,600,000株2007年８月 株式会社イデアコミュニケーション入社

取締役就任

2009年10月 当社設立 取締役CTO兼サービス開発部

マネージャー就任（現任）

【取締役候補者とした理由】

2009年の当社設立以来、最高技術責任者として、当社の経営全般、情報システムの開発・管理運用を

担ってきた実績と幅広い経験に基づく高い見識を有している点を踏まえ、適任と判断したため、取締役

として選任をお願いするものであります。

３

再任

神
こ う づ

津 光良
みつよし

（1984年５月１日）

2008年３月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人ト

ーマツ）入所

8,800株
2013年２月 野村證券株式会社に出向（2014年帰任）

2017年９月 当社取締役CFO就任（現任）

2024年５月 株式会社WithLinks 取締役就任（現任）

2025年５月 株式会社STANDAGE 社外監査役就任（現任）

【取締役候補者とした理由】

公認会計士としての長年に渡る監査経験により、財務及び会計に関して専門的かつ豊富な経験と知識

等を有しており、主に経理・財務等ファイナンス面から事業成長と業績向上の実現を図るなど、資質を

十分に備えていると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社の株
式数

４

再任

村
む ら の

野 慎之介
しんのすけ

(1979年11月８日)

2003年４月 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社

（現 大和企業投資株式会社） 入社

400株

2004年６月 株式会社GABA 取締役就任

2008年２月 株式会社磐梯インベストメンツ 入社

2009年１月 株式会社シーエー･モバイル（現 株式会社

CAM) 入社

2012年12月 同社取締役就任

2016年９月 当社取締役就任（現任）

2018年４月 株式会社東京通信（現 株式会社東京通信

グループ) 取締役就任

2023年３月 株式会社東京通信グループ 執行役員就任

2024年８月 株式会社パラダイムシフト 取締役就任

（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

投資会社での専門知識に加え、企業経営に関与した豊富な経験を有していることから、引き続き当社

にとって有益なアドバイスをいただけるものと期待できると判断したため、社外取締役として選任をお

願いするものであります。

５

再任

中
な か の

野 玲也
れ い や

（1984年８月17日）

2011年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

―

2022年１月 森・濱田松本法律事務所（現 森・濱田松

本法律事務所外国法共同事業） 入所

2019年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2019年12月 当社取締役就任（現任）

2022年１月 森・濱田松本法律事務所（現 森・濱田松

本法律事務所外国法共同事業） パートナ

ー弁護士（現任）

2024年３月 rakumo株式会社 社外監査役就任（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

弁護士としての豊富な経験と法律に関する知見を活かした専門的見地から、引き続き当社にとって有

用な意見をいただけるものと期待できると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであ

ります。

同氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務及びM&Aの分野を専門

とする著名な弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を

適切に遂行することができるものと判断いたします。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、取締役、監査役を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行
為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る
損害賠償金や訴訟費用等を補償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意
図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務
の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。取締役候補者は、当該保険
契約の被保険者に含められることになります。
なお、保険料は全額を当社が負担しております。契約期間は１年間であり、当該期間満了
前に取締役会決議によりこれを更新する予定であります。

３．村野慎之介及び中野玲也の両氏は、社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者村野慎之介氏は現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数

は本定時株主総会終結の時をもって、９年３か月であります。
社外取締役候補者中野玲也氏は現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は
本定時株主総会終結の時をもって、６年であります。

５．社外役員との責任限定契約
当社は、村野慎之介氏及び中野玲也氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継
続する予定であります。

６．独立役員について
当社は村野慎之介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
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第２号議案 監査役３名選任の件

監査役３名全員が本定時株主総会終結の時をもって、任期満了となりますので、

監査役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、重要な兼職の状況
所有する当

社の株式数

１

再任

小
こいずみ

泉 妙美
た え み

（1968年11月29日）

1992年４月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ

銀行）入行

10,000株

2001年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人ト

ーマツ）入所

2005年10月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法

人）入所

2006年11月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人ト

ーマツ）入所

2016年12月 当社監査役就任(現任）

2022年11月 日本ナレッジ株式会社 社外取締役就任

（現任）

2023年12月 Cellid株式会社 社外監査役就任（現任）

【社外監査役候補者とした理由】

長年にわたり公認会計士業務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識からの視

点に基づく監査を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

同氏は、これまで、社外取締役、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはあ

りませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し

ております。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）
略歴、地位、重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

２

再任

阿
あ そ

曾 友淳
ともあつ

（1969年１月22日）

1991年４月 明治生命保険相互会社（現 明治安田生命保

険相互会社）入社

4,000株

2000年10月 太田昭和センチュリー監査法人（現 EY新日

本有限責任監査法人）入所

2004年４月 公認会計士開業登録

2016年５月 株式会社グラフィコ 管理部長

2016年９月 当社監査役就任(現任）

2017年６月 株式会社城南進学研究社 取締役（監査等委

員）就任（現任）

2018年１月 tripla株式会社 監査役就任（現任）

2019年６月 株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション

（現 株式会社ユビキタスＡＩ）監査役就任

（現任）

2021年３月 ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責

任監査法人）理事パートナー就任（現任）

【社外監査役候補者とした理由】

長年にわたり公認会計士業務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験や上場企業にお

ける社外役員としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、社外監査役に選任をお願いするも

のであります。

同氏は、これまで、社外取締役、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはあ

りませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し

ております。

３

再任

成
なるかわ

川 弘樹
ひ ろ き

（1986年２月15日）

2012年12月 大野総合法律事務所 入所

―

2014年８月 成川総合法律事務所 開所 代表弁護士就任

2015年８月 ネクセル総合法律事務所開所 代表弁護士就

任(現任）

2017年９月 当社監査役就任(現任)

【社外監査役候補者とした理由】

長年にわたり弁護士として法律実務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識か

らの視点に基づく監査を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

同氏は、これまで、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、

上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
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（注）１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、取締役、監査役を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行
為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る
損害賠償金や訴訟費用等を補償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意
図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務
の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。監査役候補者は、当該保険
契約の被保険者に含められることになります。
なお、保険料は全額を当社が負担しております。契約期間は１年間であり、当該期間満了
前に取締役会決議によりこれを更新する予定であります。

３．小泉妙美氏、阿曾友淳氏及び成川弘樹氏は、社外監査役候補者であります。
４．社外監査役候補者小泉妙美氏は現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は

本定時株主総会終結の時をもって、９年であります。
社外監査役候補者阿曾友淳氏は現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は
本定時株主総会終結の時をもって、９年３か月であります。
社外監査役候補者成川弘樹氏は現に当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は
本定時株主総会終結の時をもって、８年３か月であります。

５．社外役員との責任限定契約
当社は、小泉妙美氏、阿曾友淳氏及び成川弘樹氏との間で会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、当該責任限
定契約を継続する予定であります。

６．独立役員について
小泉妙美氏、阿曾友淳氏及び成川弘樹氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予
定であります。

以上
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JR線
ハチ公口

地下鉄 A5出口
（井の頭口）
地下鉄 A5出口
（井の頭口）

京王井の頭線
中央口

（マークシティ２階直結）

京王井の頭線
中央口

（マークシティ２階直結）

京王井の頭線
アベニュー口

（マークシティ４階直結）

京王井の頭線
アベニュー口

（マークシティ４階直結）

JR線西口

西口バス
ターミナル

渋谷駅

国道246

道玄坂

渋谷
ヒカリエ

渋谷
スクランブル
スクエア

渋谷
ストリーム

三菱UFJ銀行

SHIBUYA
109

TSUTAYA

渋谷マークシティ

セブンイレブン

セブン
イレブン

ファミリーマート

タリーズコーヒー
セルリアン
タワー

渋谷フクラス

サピックス
小学部渋谷校

TOHOシネマズ

南平台

道玄坂上
交番前

勝牛

松屋

ナチュラル
ローソン

渋谷ソラスタ
コンファレンス

渋谷マークシティ4階
「道玄坂上方面出口」から

徒歩２分

株主総会会場ご案内図

会場 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 渋谷ソラスタ ４階
渋谷ソラスタコンファレンス４Ａ

交 通：ＪＲ山手線／ＪＲ埼京線／東京メトロ銀座線／東京メトロ半蔵門線／

東京メトロ副都心線／東急東横線／東急田園都市線／京王井の頭線
各線 渋谷駅

ＪＲ渋谷駅「西口」から徒歩６分

ＪＲ渋谷駅「ハチ公口」から徒歩７分

ＪＲ渋谷駅直結 渋谷マークシティ４Ｆ「道玄坂上方面出口」から徒歩２分

※駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお

願い申し上げます。
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